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近
隣
の
歴
史
を
探
る 

＝
上
下
町
＝ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

鶴
本
節
子 

  
 

 
 

府
中
市
上
下
町
は
『天
領
・上
下
』
と
し
て
、
広
く
有
名
で
あ
る
。

現
在
も
古
い
町
並
み
や
建
物
が
残
り
、
多
く
の
歴
史
フ
ァ
ン
や
風

情
あ
る
街
並
み
を
愛
す
る
人
が
や
っ
て
く
る
。 

 
 

 
 

今
回
は
甲
奴
町
の
隣
町
・上
下
町
に
迫
っ
て
み
た
い
と
思
う
。 

   
 

 

【上
下
】
の
名
前
の
由
来
に
つ
い
て 

 
 

 
 

上
下
町
と
い
う
名
前
を
聞
い
て
、
県
外
の
人
は
「お
も
し
ろ
い
」と 

 
 

 

よ
く
言
わ
れ
る
。
珍
し
い
そ
の
名
前
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
よ
う
な 

 
 

 

説
が
あ
る
。 

  
 

 
 

❶
分
水
嶺
が
あ
る
た
め
、
水
が
上
と
下
へ
と
分
か
れ
る
こ
と 

 
 

 

か
ら 

  
 

 

❷
最
初
の
上
下
村
に
な
る
と
き
、
上
野
村
と
下
野
村
に
挟
ま
れ 

 
 

 

て
い
た
こ
と
か
ら 

 
 

 

調
べ
て
い
て
一
番
多
い
由
来
は
、
分
水
嶺
が
あ
る
か
ら
と
い
う
も
の
。 

 
 

 

以
前
Ｎ
Ｈ
Ｋ
総
合
の
番
組
『
ラ
ウ
ン
ド
ち
ゅ
う
ご
く
』で
紹
介
さ
れ 

 
 

 

た
内
容
か
ら
、
ま
ず
上
下
町
の
位
置
か
ら
説
明
し
た
い
。 

 
 

 
 

上
下
町
の
標
高
は
三
八
三
・七
ｍ
。
分
水
嶺
と
し
て
は
そ
れ
ほ
ど 

 
 

 

高
い
場
所
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
そ
う
だ
が
、
上
下
町
は
水
の
流 

 
 

 

れ
が
分
か
れ
る
山
脈
の
上
の
境
目
に
あ
る
の
だ
そ
う
。 

               

こ
の
町
へ
降
っ
た
雨
は
、
一
方
は
『
江
の
川
』
に
な
っ
て
日
本
海
（
上
）
へ
、 

 
 

 

も
う
一
方
は
『
芦
田
川
』
に
な
っ
て
瀬
戸
内
海
（
下
）
に
流
れ
て
い
く
。 

 
 

 
 

上
下
町
国
留
に
あ
る
分
水
嶺
は
、
過
去
に
河
川
が
流
れ
て
い
た 

 
 

 
こ
と
を
示
す
稜
線
上
の
く
ぼ
み
で
あ
る
『
風
隙
（ふ
う
げ
き
）
』に
あ
た 

 
 

 
る
。 

 
 

 
 

ま
た
、
広
島
県
を
地
理
的
に
大
き
く
３
分
割
す
る
と
、
上
下
町 

 
 

 

の
分
水
嶺
よ
り
北
側
が
中
国
山
地
に
な
る
。 

 

甲
奴
郷
土
史
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よ
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◆黄色い色の部分が上下の範囲。上の分水嶺は肉原

にあり、下の分水嶺は国留にある。 
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次
は
歴
史
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。
上
下
町
の
歴
史
に
関
す
る
年 

 
 

 

表
は
次
の
と
お
り
。 

 
 

 
 

 
 

 
≪

縄
文
時
代≫

 

 
 

 
 

 

・上
下
町
で
確
認
さ
れ
て
い
る
最
も
古
い
「
人
の
営
み
」
の
痕
跡 

 
 

 
 

 
は
、
行
年
（
ゆ
き
と
し
）
遺
跡
（上
下
町
階
見
）
で
見
つ
か
っ
て
い
る
。 

 
 

 
 

 
縄
文
で
は
な
く
押
型
文
（お
し
が
た
も
ん
）
と
い
う
文
様
の
つ
い
た 

 
 

 
 

 

土
器
が
出
土
し
、
縄
文
時
代
早
期
（約
九
〇
〇
〇
～
七
〇
〇
〇 

 
 

 
 

 

年
前
頃
）
に
作
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。 

 

◆広島県内の分水嶺の地図。赤い丸で囲ったあたりが

上下町。 

 

 

上
下
町
河
井
に

は
、
三
つ
の
県
（
広
島

県
・
岡
山
県
・
島
根

県
）
水
系
に
流
れ
出

る
『
三
国
（
み
く
に
）
分

水
嶺
』
と
い
う
極
め

て
珍
し
い
ポ
イ
ン
ト

が
あ
る
。 

◆三国分水嶺を紹介する、上下ライオンズクラブの看板。 

 

 

 

 

ち
な
み
に
広
島

県
内
の
分
水
嶺
で

有
名
な
の
は
、
安
芸

高
田
市
向
原
町
に

あ
る
分
水
界
泣
き

別
れ
（
ぶ
ん
す
い
か
い
な

き
わ
か
れ
）
。
安
芸
高

田
市
指
定
天
然
記

念
物
と
な
っ
て
い

る
。 

 

 

 

◆右：上下町

肉原にある分

水嶺の碑 
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・上
下
屏
風
洞
洞
窟
遺
跡
（上
下
町
小
堀
）
は
、
広
島
県
北
東
部 

 
 

 
 

の
石
灰
岩
地
帯
に
、
帝
釈
川
の
渓
谷
を
中
心
と
し
た
約
二
〇
㎞ 

 
 

 
 

四
方
の
範
囲
に
、
五
〇
か
所
以
上
の
岩
陰
・
洞
窟
遺
跡
が
存
在 

 
 

 
 

し
、
帝
釈
峡
遺
跡
群
と
し
て
全
国
的
に
知
ら
れ
て
い
る
そ
の
一
つ 

 
 

 
 

で
あ
る
。 

 
 

 
 

 

こ
の
洞
窟
は
、
上
下
川
と
の
標
高
差
二
〇
～
三
〇
ｍ
の
位
置
に 

 
 

 
 

あ
り
、
公
園
の
整
備
工
事
に
伴
っ
て
人
骨
が
出
土
し
た
こ
と
か
ら
、 

 
 

 
 

入
口
付
近
で
試
掘
調
査
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
縄
文
時
代 

 
 

 
 

前
期
（約
七
○
○
〇
～
五
〇
○
○
年
前
頃
）
と
後
期
（約
四
○ 

 
 

 
 

○
○
～
三
○
○
〇
年
前
頃
）
の
土
器
が
出
土
し
、
当
時
の
人
々 

 
 

 
 

が
自
然
に
あ
る
洞
窟
を
住
ま
い
と
し
て
生
活
し
て
い
た
こ
と
が
わ 

 
 

 
 

か
っ
た
。 

      

≪

古
墳
時
代≫

 

 
 

 
 

 

・南
山
（
第
１
号
）古
墳
は
、
上
下
町
水
永
と
斗
升
町
と
の
境
の 

 
 

 
 

 

峠
近
く
に
あ
る
。
広
島
県
史
跡
に
指
定
さ
れ
て
い
る
横
穴
式 

 
 

 
 

 

石
室
を
も
つ
前
方
後
円
墳
で
、
平
成
三
（
一
九
九
一
）
年
に
石 

 
 

 
 

 

室
内
の
発
掘
調
査
と
墳
丘
の
測
量
調
査
が
行
わ
れ
た
。 

 
 

 
 

 
 

               
 

◆
南
山
古
墳 

墳
丘 

   
 

 
 

 
そ
の
成
果
か
ら
、
墳
丘
は
全
長
約
二
三
ｍ
、
後
円
部
の
直
径
約 

 
 

 
 

一
四
・五
ｍ
、
前
方
部
の
長
さ
約
八
・四
ｍ
、
後
円
部
墳
頂
と
前
方 

 
 

 
 

部
墳
頂
の
標
高
差
二
・
五
～
三
ｍ
で
、
墳
丘
の
形
態
に
つ
い
て
、
前 

 
 

 
 

方
部
が
短
小
で
後
円
部
と
の
標
高
差
が
大
き
な
タ
イ
プ
で
あ
る 

 

 

◆九州歴史資料館に展示してある 

 押型文土器 

 

◆押型文様の作り方（再現） 

木の枝に文様を彫り、その木を押し付

けながら文様を描く。 

 

 

◆上下屛風洞洞窟遺跡 

洞窟入口は幅 1.6ｍ 

高さ 1.1ｍ 

 

  

 

 
 

◆
右:

南
山
古
墳
墳
丘
（等
高
線
は
２５
㎝
間
隔
） 

◆
左:

南
山
古
墳
の
石
室
内
部 
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こ
と
が
わ
か
っ
た
。 

 
 

 
 

 

石
室
の
規
模
は
、
長
さ
八
・四
ｍ
、
奥
壁
の
幅
約
二
・二
ｍ
で
、
石 

 
 

 
 

室
内
に
は
立
柱
状
の
石
が
突
出
し
て
玄
室
と
羨
道
を
区
別
し
て 

 
 

 
 

い
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

上
の
写
真
は
石
室
内
部
の
写
真 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

で
、
赤
い
丸
で
囲
っ
た
石
が
、
玄 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

室
と
羨
道
を
区
別
し
て
い
た
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

玄
室
と
は
、
古
墳
の
内
部
に
あ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

っ
て
、
棺
を
納
め
た
部
屋
の
こ
と
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

羨
道
と
は
、
主
に
遺
体
を
収
容 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

し
て
お
く
玄
室
か
ら
、
外
部
に 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
通
じ
る
通
路
に
あ
た
る
部
分
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

こ
と
。 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

遺
物
は
七
世
紀
前
半
の
須
恵 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

器
が
出
土
し
て
い
る
が
、
石
室
の 

 
 

 

石
材
利
用
状
況
や
庄
原
市
唐
櫃
（
か
ら
び
つ
）
古
墳
に
類
似
し
て
い
る 

 
 

 

こ
と
な
ど
か
ら
、
古
墳
は
六
世
紀
の
終
わ
り
頃
、
約
一
五
○
○
年 

 
 

 

前
に
つ
く
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。 

 
 

 
 

そ
の
頃
は
、
備
後
地
域
は
大
き
く
南
部
と
北
部
の
二
地
域
に
分 

 
 

 

か
れ
て
い
た
よ
う
だ
。
南
山
古
墳
に
見
ら
れ
る
立
柱
状
の
石
が
突 

 
 

 

出
す
る
形
態
の
古
墳
は
、
北
部
地
域
を
中
心
に
分
布
し
て
い
る
こ 

 
 

 

と
か
ら
、
南
山
古
墳
は
北
部
地
域
に
属
し
、
そ
の
南
端
に
位
置
し 

 
 

 

て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。 

 
 

 
 

 
 

≪

飛
鳥
時
代≫

 

 
 

 
 

 

和
銅
（わ
ど
う
）
二
（
七
〇
九
）
年
、
葦
田
（
あ
し
だ
）
郡
を
分
割
し
て
、 

 
 

 
 

 

甲
奴
郡
が
新
設
さ
れ
た
こ
と
が
『
続
日
本
紀
』
に
記
載
さ
れ
て 

 
 

 
 

 

い
る
。
こ
れ
は
、
国
府
が
整
備
さ
れ
て
き
た
時
期
と
重
な
る
。 

 
 

 
 

 
 

分
割
前
の
旧
葦
田
郡
は
、
府
中
と
上
下
を
含
み
、
備
後
国
の 

 
 

 
 

 

ほ
と
ん
ど
の
郡
と
境
を
接
し
、
位
置
的
に
も
備
後
の
中
心
だ
っ 

 
 

 
 

 

た
。
ま
た
、
当
時
の
主
要
な
道
路
の
分
岐
点
や
交
差
点
が
、
北 

 
 

 
 

 

部
は
上
下
、
南
部
は
府
中
に
集
約
さ
れ
て
い
た
。 

 
 

 
 

 
 

こ
の
よ
う
な
地
理
的
な
条
件
を
中
央
政
府
が
重
視
し
て
、 

 
 

 
 

 

葦
田
郡
に
国
府
が
置
か
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
い 

 
 

 
 

 

る
。 

             
 

 
 

 
 

ち
な
み
に
国
府
と
は
、
国
と
い
う
行
政
区
を
治
め
る
た
め
の 

 
 

 
 

 

の
役
所
が
置
か
れ
た
地
の
こ
と
。
国
府
に
は
「国
衙
（こ
く
が
）
」と 

 
 

 
 

 
呼
ば
れ
る
役
所
の
建
物
群
が
形
成
さ
れ
て
、
そ
の
な
か
で
最
も 

 
 

 
 

 
中
核
的
な
施
設
を
『
政
庁
（せ
い
ち
ょ
う
）
』（国
庁
）と
い
う
。 

 
 

 
 

 
 

国
府
に
は
、
都
か
ら
「
国
司
」と
呼
ば
れ
る
役
人
が
派
遣
さ
れ 

 
 

 
 

 

た
。 

 

 

◆古代「備後国」の行政区分と交通網 
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≪

平
安
末
期
・鎌
倉
時
代≫

 

 
 

 
 

 

土
肥
實
平
（
ど
ひ
さ
ね
ひ
ら
）
を
ご
存
じ
だ
ろ
う
か
。
令
和
４ 

 
 

 
 

年
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
『鎌
倉
殿
の
十
三
人
』で
鎌
倉
殿
・ 

 
 

 
 

源
頼
朝
の
危
機
を
救
っ
た
人
物
で
、
源
頼
朝
か
ら
大
変
長 

 
 

 
 

用
さ
れ
て
い
た
武
士
で
あ
る
。 

 
 

 
 

 
こ
の
土
肥
實
平
が
佐
竹
氏
・木
曽
義
仲
・
平
氏
征
討
に
奮 

 
 

 
 

戦
し
、
成
果
を
上
げ
た
こ
と
で
元
歴
元
（
一
一
八
四
）年
に 

 
 

 
 

備
前
・
備
中
・
備
後
国
の
警
備
・
治
安
維
持
に
任
じ
ら
れ
た
。 

 
 

 
 

備
後
の
守
護
に
任
じ
ら
れ
た
と
き
に
、
實
平
が
備
後
支
配 

 
 

 
 

の
活
動
拠
点
と
し
て
上
下
町
有
福
に
建
て
た
の
が
、
有
福 

 
 

 
 

城
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。 

 
 

 
 

 

こ
の
地
は
、
有
福
荘
の 

 
 

 
 

中
に
あ
る
が
、
隣
接
す
る 

 
 

 
 

高
野
山
領
の
荘
園
と
し
て 

 
 

 
 

発
展
し
て
き
た
大
田
荘
の 

 
 

 
 

支
配
も
手
掛
け
よ
う
と 

 
 

 
 

し
て
い
た
ら
し
く
、
こ
の
地 

 
 

 
 

の
在
地
豪
族
を
手
な
ず
け 

 
 

 
 

な
が
ら
、
神
領
を
横
領
し 

 
 

 
 

て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。 

 
 

 
 

 

し
か
し
、
源
平
合
戦
が
終
結
す
る
と
、
實
平
・遠
平
親
子 

 
 

 
 

は
文
治
二
（一
一
八
六
）年
に
後
白
河
法
皇
か
ら
高
野
山
へ 

 
 

 
 

改
め
て
大
田
荘
が
寄
進
さ
れ
る
と
、
源
頼
朝
の
命
に
よ
り
、 

 
 

 
 

こ
の
地
よ
り
退
却
し
、
備
後
と
安
芸
国
の
境
目
に
あ
た
る 

 
 

 
 

沼
田
荘
に
本
拠
を
構
え
、
小
早
川
氏
と
し
て
発
展
し
て
い 

 
 

 
 

く
こ
と
に
な
る
。 

 
 

 
 

 

有
福
城
は
現
在
広
島
県
史
跡
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。 

≪

南
北
朝
時
代≫

 

 
 

 
 

 
 

建
武
三
年
六
月
、
津
口
荘
（
つ
く
ち
し
ょ
う
）
の
地
頭
山
内
観
西 

 
 

 
 

 

（じ
と
う 

や
ま
の
う
ち
か
ん
せ
い
）
は
、
備
後
守
護
の
岩
松
頼
宥
（
い
わ 

 
 

 
 

 

ま
つ
ら
い
ゆ
う
）
か
ら
有
福
城
（上
下
町
有
福
）
に
立
て
籠
っ
て
い
る 

 
 

 
 

 

竹
内
兼
幸
（
た
け
う
ち
か
ね
ゆ
き
）
を
討
伐
す
る
よ
う
命
令
を
受
け 

 
 

 
 

 

た
。
竹
内
兼
幸
は
中
世
備
後
国
衙
の
役
人
で
あ
っ
た
と
お
も
わ 

 
 

 
 

 

れ
、
同
年
九
月
に
は
、
府
中
市
に
あ
っ
た
天
台
宗
の
寺
院
青
目 

 
 

 
 

 

寺
（し
ょ
う
も
く
じ
）
の
別
当
（寺
務
統
轄
長
）
弁
房
（
べ
ん
ぼ
う
）
ら
と 

 
 

 
 

 

と
も
に
、
山
内
氏
を
攻
撃
し
た
。
岩
松
頼
宥
は
足
利
尊
氏
（
武 

 
 

 
 

 

家
）方
の
有
力
部
将
、
竹
内
兼
幸
・弁
房
は
公
家
方
（南
朝
）
に 

 
 

 
 

 

な
る
。 

 
 

 
 

 
 

竹
内
氏
を
攻
撃
し
た
武
家
方
の
な
か
に
は
、
長
谷
部
氏
（
長 

 
 

 
 

 

氏
）が
い
た
。
長
氏
は
、
翁
山
（上
下
町
上
下
）
に
城
を
構
え
て 

 
 

 
 

 

い
た
豪
族
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
備
後
地
方
で
も
公
家
方
・
武 

 
 

 
 

 

家
方
に
分
か
れ
て
戦
闘
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
お
り
、
一
族
内
、 

 
 

 
 

 

あ
る
い
は
近
隣
の
者
同
士
で
も
争
っ
て
い
た
。
そ
の
端
緒
は
、
南 

 
 

 
 

 

朝
方
の
桜
山
四
郎
が
吉
備
津
神
社
（
福
山
市
新
市
町
）
で
挙
兵 

 
 

 
 

 

し
た
こ
と
だ
っ
た
が
、
伝
承
で
は
上
下
町
佐
倉
も
桜
山
氏
ゆ
か 

 
 

 
 

 

り
の
地
と
云
わ
れ
て
い
る
。 

        

 

◆上下町有福にある有福城跡 

入口には説明する看板がある。 

 

◆上下町上下にある翁山 

長谷部氏（長氏）の城があった。 
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≪

室
町
時
代≫

 

 
 

 
 

 
 

 

中
世
に
は
戦
い
や
飢
饉
が
打
ち
続
き
、
人
々
が
日
常
的
に 

 
 

 
 

 
 

死
と
隣
り
合
わ
せ
だ
っ
た
せ
い
か
、
仏
教
が
庶
民
の
間
に
も 

 
 

 
 

 
 

普
及
し
て
い
っ
た
時
代
。 

 
 

 
 

 
 

 
臨
済
宗
は
、
室
町
幕
府
に
庇
護
さ
れ
た
五
山
系
と
、
そ
れ 

 
 

 
 

 
 

を
潔
し
と
し
な
い
林
下
（
り
ん
か
）
系
に
大
別
さ
れ
る
。
幕
府
は 

 
 

 
 

 
 

中
国
の
制
度
に
な
ら
い
、
天
龍
寺
以
下
の
京
都
五
山
、
建
長 

 
 

 
 

 
 

寺
以
下
の
鎌
倉
五
山
、
そ
れ
ら
の
上
に
南
禅
寺
の
計
一
一
か 

 
 

 
 

 
 

寺
を
「
五
山
」と
し
た
。
五
山
の
下
に
「
十
刹
（じ
っ
せ
つ
）
」、
さ
ら 

 
 

 
 

 
 

に
「諸
山
」と
い
う
寺
格
を
設
定
し
、
幕
府
が
こ
れ
ら
の
寺
を 

 

 
 

 
 

 
 

管
理
・保
護
し
た
。 

 
 

 
 

 
 

 

備
後
で
は
、
十
刹
に
尾
道
の
天
寧
寺
、
諸
山
に
善
祥
寺
な 

 
 

 
 

 
 

ど
五
か
寺
が
あ
っ
た
。
こ
の
善
祥
寺
は
上
下
町
上
下
の
善
昌 

 
 

 
 

 
 

寺
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
善
昌
寺
は
正
中
二 

 
 

 
 

 
 

（
一
三
二
五
）
年
、
当
時
の
豪
族
斎
藤
美
作
守
景
宗
（さ
い
と
う

み
ま
さ
か
の
か
み
か
げ
む
ね
）
と
い
う
人
が
弁
翁
（べ
ん
お
う
）
と
い
う 

 
 

 
 

 
 

僧
を
迎
え
開
か
れ
た
と
い
う
伝
承
を
持
っ
て
い
る
。
弁
翁
智 

 
 

 
 

 
 

訥
（べ
ん
お
う
ち
と
つ
）
は
当
時
の
臨
済
宗
の
中
で
一
派
を
な
し
た 

 
 

 
 

 
 

紀
伊
の
興
国
寺
（
こ
う
こ
く
じ
）
を
本
拠
と
す
る
法
燈
派
（ほ
う
と 

 
 

 
 
 

 
 
 

う
は
）
の
著
名
な
僧
で
あ
る
。 

       

 
 

 
 

 

諸
山
格
を
得
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
寺
の
大
檀
那
で
あ
る
豪 

 
 

 
 

族
に
と
っ
て
、
将
軍
・幕
府
に
接
近
で
き
る
と
い
う
機
会
で
も
あ 

 
 

 
 

っ
た
。
史
料
に
寛
正
元
（一
四
六
〇
）
年
に
善
祥
寺
住
持
（
じ
ゅ
う
じ
） 

 
 

 
 

任
命
の
こ
と
が
見
ら
れ
る
の
で
、
そ
の
頃
ま
で
に
は
諸
山
の
寺
格 

 
 

 
 

を
得
て
い
た
よ
う
だ
。
そ
の
背
後
で
、
斎
藤
氏
あ
る
い
は
長
氏
が 

 
 

 
 

大
檀
那
と
し
て
奔
走
し
た
か
も
知
れ
な
い
。 

 
 

 
 

 

五
山
系
の
寺
は
室
町
幕
府
の
弱
体
化
と
と
も
に
衰
亡
し
、
宗

旨
替
え
を
し
て
存
続
し
た
寺
も
多
く
、
善
昌
寺
も
曹
洞
宗
で
再

び
繁
栄
し
た
。 

 
 

 
 

 

上
下
町
有
福
の
保
泉
寺
（ほ
う
ぜ
ん
じ
）
、
小
堀
の
善
応
寺
、
階
見 

 
 

 
 

の
養
源
寺
な
ど
は
臨
済
宗
永
源
寺
派
に
属
し
て
い
る
。 

           
臨
済
宗
と
は
？ 

臨
済
宗
は
仏
教
、
禅
宗
の
一
派
。
宗
祖
は
中
国
、
唐
の
禅
僧
、
臨
済
義
玄
（
り
ん
ざ
い

ぎ
げ
ん
）
。 

い
ま
か
ら
お
よ
そ
八
○
○
年
前
（鎌
倉
時
代
）、
中
国
、
宋
に
渡
り
学
ん
だ
栄
西
（よ

う
さ
い
）
に
よ
っ
て
、
日
本
に
伝
え
ら
れ
た
。 

 

◆上下町上下にある善昌寺 

 
◆弁翁智訥の木像 

 

 

 

◆
上
か
ら
：有
福
の
保
泉
寺
、
小
堀
の
善
応
寺
、
階
見
の
養
源
寺 
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臨
済
宗
は
「
公
案
（
こ
う
あ
ん
）
」
と
呼
ば
れ
る
課
題
を
、
坐
禅
や
作
務
（労
働
作
業
）

を
し
な
が
ら
も
常
に
熟
考
し
、
師
と
の
激
し
い
禅
問
答
を
繰
り
返
し
な
が
ら
、
悟

り
、
見
性
（
け
ん
し
ょ
う
）
を
目
指
す
。 

臨
済
宗
は
「
看
話
禅
（か
ん
な
ぜ
ん
）
」
「
公
案
禅
」
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
僧
侶
は
修
行
に

よ
り
つ
ち
か
っ
た
「
気
づ
き
」
を
、
信
徒
へ
示
し
、
仏
道
へ
導
く
。 

 

≪

安
土
桃
山
時
代≫

 

 
 

 
 

 
 

 

福
島
正
則
は
、
永
禄
四
（
一
五
六
一
）
年
か
ら
寛
永
元
（一 

 
 

 
 

 
 

六
二
四
）年
ま
で
を
生
き
た
戦
国
武
将
。
有
名
な
【賤
ヶ
岳 

 
 

 
 

 
 

の
七
本
槍
】の
一
番
槍
の
座
を
占
め
る
猛
将
で
、
生
え
抜
き 

 
 

 
 

 
 

の
豊
臣
秀
吉
の
家
臣
と
し
て
幾
多
の
先
陣
で
活
躍
し
、
豊
臣

秀
吉
の
全
国
制
覇
に
大
き
く
貢
献
し
た
。 

 
 

 
 

 
 

 

豊
臣
秀
吉
亡
き
あ
と
は
徳
川
家
康
に
接
近
し
、
【
関
ヶ
原

の
戦
い
】で
東
軍
勝
利
に
貢
献
し
、
安
芸
国
・備
後
国
の
二
国 

 
 

 
 

 
 

四
九
万
八
〇
〇
〇
石
の
大
大
名
と
な
り
、
広
島
城
に
入
城

し
た
。 

 
 

 
 

 
 

 

福
島
正
則
が
治
め
た
備
後
国
は
、
一
四
郡
六
五
郷
か
ら
な

り
、
甲
奴
郡
は
三
郷
と
な
っ
て
い
る
。 

         

≪

江
戸
時
代≫

 

 
 

 
 

 
 

 

関
ヶ
原
の
戦
い
後
、
福
島
氏
が
備
後
・
安
芸
を
一
時
的
に 

 
 

 
 

 
 

治
め
た
が
、
元
和
五
（
一
六
一
九
）
年
か
ら
は
水
野
氏
が
福

山
藩
一
〇
万
石
（
備
後
七
郡
と
備
中
の
一
部
）
を
治
め
る
よ

う
に
な
っ
た
。 

                 
 

 
 

 
 

元
禄
一
一
（
一
六
九
八
）
年
に
水
野
氏
は
五
代
目
藩
主
に
跡

継
ぎ
が
不
在
の
た
め
断
絶
。
翌
年
領
地
が
再
検
地
さ
れ
た
結

果
、
旧
福
山
藩
は
一
五
万
石
と
算
出
さ
れ
た
。
元
禄
一
三
（
一

七
〇
〇
）
年
に
旧
福
山
藩
は
二
分
さ
れ
、
一
〇
万
石
は
新
福
山

藩
領
（
松
平
氏
、
後
に
阿
部
氏
）
、
五
万
石
は
幕
府
領
と
な
っ
た
。

上
下
と
備
中
笠
岡
に
は
代
官
が
置
か
れ
、
上
下
代
官
（初
代: 

 
◆福島正則 出典：Wikipediaより 

 
◆安芸国・備後国の境界 

出典：ひろしまWEB博物館より 

 

◆水野氏が治めていた頃の福山藩の領図 

        出典：BGT『大陸西遊記』より 
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曲
淵
市
郎
右
衛
門
（
ま
ぶ
ち
い
ち
ろ
う
え
も
ん
）
は
、
安
那
郡
・
神
石

郡
・甲
奴
郡
の
計
七
一
か
村
（約
四
万
石
）
を
管
轄
し
た
。 

 
 

 
 

 
 

享
保
二
（
一
七
一
七
）
年
、
備
後
の
幕
府
領
の
う
ち
約
二
万

石
が
豊
前
中
津
藩
領
（
奥
平
氏
）
に
編
入
さ
れ
た
。
そ
れ
に
伴
い
、

上
下
代
官
は
廃
止
さ
れ
、
石
見
銀
山
大
森
代
官
所
（
島
根
県

大
田
市
）
の
出
張
陣
屋
に
改
め
ら
れ
た
。 

                     

 
 

 
 

 
 

出
張
陣
屋
に
は
、
大
森
代
官
（
石
見
銀
山
も
管
轄
）
配
下
の

手
付
・
手
代
三
～
四
名
が
派
遣
さ
れ
て
、
神
石
郡
・
甲
奴
郡
の

一
三
か
村
と
備
中
一
二
か
村
を
管
轄
し
て
い
た
。 

 
 

 
 

 
 

こ
う
し
た
代
官
所
・
陣
屋
の
機
能
を
維
持
す
る
た
め
に
は
、

さ
ま
ざ
ま
な
諸
経
費
を
は
じ
め
公
用
に
関
す
る
人
馬
等
の
供

出
な
ど
が
必
要
だ
が
、
こ
れ
ら
は
支
配
下
の
村
々
の
負
担
と
さ

れ
て
い
た
。 

 

≪

明
治
時
代≫

 

 
 

 
 

 
 

明
治
時
代
に
な
り
上
下
陣
屋
は
廃
止
さ
れ
、
跡
地
に
は
明

治
六
（
一
八
七
三
）
年
に
学
校
が
建
て
ら
れ
、
そ
の
後
も
保
育

所
や
役
場
と
し
て
利
用
さ
れ
て
き
た
。
昭
和
一
六
（
一
九
四
一
）

年
に
は
『
天
領
上
下
代
官
所
跡
』
と
し
て
、
県
史
跡
に
指
定
さ
れ

て
い
る
。 

 
 

 
 

 
 

現
存
す
る
建
物
で
、
明
治
時
代
の
も
の
と
し
て
は
、
上
下
キ

リ
ス
ト
教
会
や
旧
警
察
署
が
あ
る
。 

         
 

 
 

 
 

上
下
キ
リ
ス
ト
教
会
は
、
元
々 

 
 

 
 

 

商
家
の
倉
庫
だ
っ
た
が
、
前
後
に 

 
 

 
 

 

キ
リ
ス
ト
教
会
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
。 

 

◆明治２年 上下陣屋の図 

 
◆上下陣屋跡の石碑 

 
◆大森代官所跡 

 

 

◆上：上下キリスト教会 ◆下：旧警察署 
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旧
警
察
署
は
、
後
年
に
改
築
さ
れ
て
い
る
が
、
見
張
り
櫓
は 

 
 

 
 

 

往
時
の
姿
を
示
し
て
い
る
。 

 
 

 
 

 
 

ま
た
、
上
下
歴
史
文
化
資
料
館
は
、
文
学
者
岡
田
美
知
代 

 
 

 
 

 
の
生
家
を
改
築
し
た
も
の
で
あ
る
。
翁
座
は
町
内
有
志
の
出
資 

 
 

 
 

 
に
よ
り
、
大
正
一
四
年
棟
上
げ
し
、
昭
和
二
年
に
完
成
し
た
木 

 
 

 
 

 

造
の
芝
居
小
屋
で
あ
る
。
歌
舞
伎
の
上
演
が
可
能
な
施
設
と 

 
 

 
 

 

し
て
設
計
さ
れ
、
芝
居
・
映
画
の
上
演
な
ど
で
賑
わ
っ
た
。 

 
 

 
 

 
 

上
下
商
工
会
館
は
、
昭
和
五
（一
九
三
〇
）年
に
上
下
警
察 

 
 

 
 

 
 

 

署
庁
舎
と
し
て
建
築
さ
れ
た
モ
ダ
ン
な
洋
風
建
物
。 

           

【 

備
後
銀
行 

】 

 
 

 

備
後
銀
行
は
、
明
治
三
二
（
一
八
九
九
）
年
に
芦
品
郡
府
中
町
に

本
店
を
お
い
て
開
業
し
た
銀
行
で
、
府
中
を
中
心
と
し
た
地
域
が
内

陸
部
に
お
け
る
産
業
の
中
心
地
と
な
っ
て
い
た
状
況
を
背
景
に
、
府

中
商
工
業
者
の
機
関
銀
行
と
し
て
設
立
し
た
。 

 
 

 

設
立
当
初
の
役
員
に
は
、
府
中
町
と
上
下
町
の
資
産
家
が
名
を 

連
ね
て
い
る
。
設
立
当
初
の
資
本
金
二
〇
万
円
、
払
込
資
本
金
五

万
円
で
、
払
込
資
本
金
五
万
円
の
う
ち
半
額
は
上
下
町
側
が
負
担

し
て
い
た
。 

 
 

 
 

昭
和
初
期
の
金
融
恐
慌
や
世
界
的
な
不
況
の
影
響
を
受
け
、
昭 

 

 
 

 

和
九
（一
九
三
四
）
年
に
藝
備
銀
行
（
広
島
銀
行
の
前
身
）に
吸
収 

 
 

 

合
併
さ
れ
解
散
し
た
が
、
そ
れ
ま
で
の
約
三
五
年
間
、
数
々
の
合 

 
 

 

併
話
に
加
わ
ら
ず
単
独
営
業
を
続
け
、
府
中
の
商
工
業
者
を
支 

 
 

 

え
た
地
方
銀
行
で
あ
っ
た
。 

 

【 

備
後
の
銀
行
に
つ
い
て 

】 

 
 

 
 

福
山
地
域
で
最
初
の
銀
行
は
、
明
治
一
七
（
一
八
八
四
）年
五 

 
 

 

月
に
設
立
さ
れ
た
『
鞆
銀
行
』で
あ
る
。
当
初
の
資
本
金
は
三
万
円 

 
 

 

で
沼
隈
郡
鞆
町
に
本
店
を
置
い
た
。
銀
行
条
例
が
改
正
さ
れ
て 

 
 

 

「銀
行
」
の
商
号
が
採
用
さ
れ
た
備
後
地
方
最
初
の
銀
行
で
あ
る
。 

 
 

 
 

鞆
銀
行
は
明
治
三
〇
（
一
八
九
七
）年
に
資
本
金
三
万
円
で
『鞆 

 
 

 

貯
蓄
銀
行
』
を
設
立
し
て
、
役
員
は
鞆
銀
行
の
役
員
が
就
任
し
て 

 
 

 

い
る
。
こ
の
銀
行
は
鞆
銀
行
の
貯
蓄
部
門
を
担
当
す
る
目
的
で
設 

 
 

 

立
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
営
業
を
始
め
た
が
、
業
績
は
伸
び
ず
、
今 

 
 

 

後
の
発
展
も
望
め
な
い
た
め
に
、
甲
奴
郡
矢
野
村
の
素
封
家
（民 

 
 

 

間
の
大
金
持
）で
あ
る
山
岡
儀
助
に
経
営
を
ゆ
だ
ね
『山
岡
銀
行
』 

 
 

 

と
商
号
を
変
更
し
た
。
鞆
貯
蓄
銀
行
の
本
店
は
矢
野
村
に
移
さ 

 
 

 
れ
、
鞆
貯
蓄
銀
行
の
役
員
は
辞
任
し
た
。 

  
 

 
 

備
後
北
部
は
農
村
地
域
で
あ
り
、
銀
行
設
立
の
多
く
は
大
地
主 

 
 

 

や
酒
な
ど
の
醸
造
業
者
が
設
立
の
中
心
者
で
あ
っ
た
。 

 

 

 

 

◆
上
か
ら
：上
下
歴
史
文
化
資
料
館
、
翁
座
、
上
下
商
工
会
館 
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以
上
、
上
下
町
の
歴
史
に
つ
い
て
ご
紹
介
し
た
。
知
っ
て
い
る
よ 

 
 

 
 

う
で
、
知
ら
な
い
こ
と
も
多
か
っ
た
。
ま
た
上
下
歴
史
文
化
資
料 

 
 

 
 

館
へ
行
っ
て
、
上
下
町
の
歴
史
・文
化
に
つ
い
て
調
べ
て
み
る
の
も 

 
 

 
 

良
い
と
思
う
。 

      

 

【参
考
資
料
】 

 
 

・府
中
市
教
育
委
員
会 

『ふ
る
さ
と
の
歴
史
』  

・Ｂ
Ｔ
Ｇ
大
陸
西
遊
記 

 
 

・備
陽
史
探
訪
の
会 

岡
田
宏
一
郎 

『
備
後
南
部
の
金
融
機
関
の
変
遷
に
つ
い
て
（
福
山
編
） 

 
 

・blog
-con

tou
r3901 

 

・fu
n
!fu

n
!fu

ch
u
!! 

                       

 

◆
備
後
地
区
銀
行
分
布
図 

 

出
典
：ふ
る
さ
と
の
銀
行
物
語
〔備
後
編
〕よ
り 

 

 

 

◆上下町旗 

◆上下町の木：マツ 

◆上下町の花：アヤメ 

 

こ
こ
は 

 

 

で
し
ょ
う 

 

＊上の写真は、備後のある市の昭和２２年の写真です。 

ヒントは、長細い建物とその北側にある森の部分。 

●答えは、最後のページに。 
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季
節
の
こ
と
ば ≪

 

縁
起
物
・
招
き
猫 ≫

 

 
 

 
 

二
月
二
二
日
は
語
呂
合
わ
せ
『
ニ
ャ
ン
ニ
ャ
ン
』
で
【猫
の
日
】
だ
そ 

 
 

 

う
。
猫
の
縁
起
物
と
言
え
ば
、
【招
き
猫
】
で
す
ね
。 

 
 

 
 

猫
は
農
作
物
や
蚕
を
食
べ
る
ネ
ズ
ミ
を
駆
除
す
る
た
め
、 

 
 

 

古
く
は
養
蚕
の
縁
起
物
で
も
あ
っ
た
そ
う 

 
 

 

で
す
が
、
養
蚕
が
衰
退
し
て
か
ら
は 

 
 

 

商
売
繁
盛
の
縁
起
物
と
な
っ
た
そ
う 

 
 

 

で
す
。 

  
 

 
 

右
手
（前
脚
）
を
あ
げ
て
い
る
猫
は 

 
 

 

金
運
を
招
き
、
左
手
（前
脚
）
を
あ
げ 

 
 

 

て
い
る
猫
は
人
（
客
）を
招
く
と
さ
れ 

 
 

 

ま
す
。
両
手
を
あ
げ
た
も
の
も
あ
る 

 
 

 

よ
う
で
す
が
、
欲
張
り
す
ぎ
る
と
「
お
手
上
げ
万
歳
」
に
な
る 

 
 

 

の
が≪

落
ち≫

と
嫌
う
人
が
多
い
そ
う
で
す
。 

 
 

 
 

一
般
的
に
は
三
毛
猫
が
多
い
よ
う
で
す
が
、
近
年
で
は
伝
統 

 
 

 

的
な
白
や
赤
、
黒
色
の
ほ
か
に
、
ピ
ン
ク
や
青
、
金
色
な
ど
も 

 
 

 

あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
意
味
を
持
た
せ
て
い
る
よ
う
で
す
。 

 
 

 
 

黒
い
猫
は
、
昔
日
本
で
は
『夜
で
も
目
が
見
え
る
』
な
ど
の
理
由 

 
 

 

か
ら
、
『
福
猫
』と
し
て
魔
除
け
や
幸
運
の
象
徴
と
さ
れ
、
黒
い
招 

 
 

 

き
猫
は
魔
除
け
・
厄
除
け
の
意
味
を
持
つ
そ
う
で
す
。 

  
 

 
 

猫
で
い
う
と
、
年
老
い
た
猫
は
不
思
議
な
力
を
宿
す
妖
怪
『
猫
又
』 

 
 

 

に
な
る
と
か
、
オ
ス
の
三
毛
猫
が
天
気
を
予
知
す
る
こ
と
が
で
き 

 
 

 

る
と
か
、
そ
う
い
っ
た
伝
承
も
数
多
く
残
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

【参
考
資
料
】・ウ
ェ
キ
ペ
デ
ィ
ア 

 

・紺
野
う
み 

＊昭和 50年頃のある地域の写真です。さて、どこだかわかりますか？ ●答えは、最後のページに。 
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郷
土
誌
「
げ
い
び
グ
ラ
フ
」
か
ら 

《
あ
あ
、
懐
か
し
の
甲
奴
・
・
・
》
其
の
九 

  
 
 

㈱
菁
文
社
さ
ん
が
発
行
さ
れ
て
い
た
郷
土
誌
「
げ
い
び
グ
ラ
フ
」
か
ら
、
甲
奴
町
関
連
の
資
料
で
、
掲
載
さ
せ
て
い
た
だ
く
了
承
を
受
け
た
記
事

を
ご
紹
介
し
て
い
ま
す
。
今
回
は
特
集 

県
北
の
性
神
考
を
ご
紹
介
し
ま
す
。 
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 粟島神社の記事 
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郷
土
誌
「
げ
い
び
グ
ラ
フ
」
か
ら
、
甲
奴
町
関
連
の
資
料
も
う
一
つ
、
碑
銘
抄 

歌
碑 

作
者
：
秋
山 

薫
を
ご
紹
介
し
ま
す
。 

 

   

続
ふ
る
さ
と
こ
ぼ
れ
話
に
掲
載
さ
れ
た
歌
碑
の
記

事
で
は
、 

  

と
こ
と
は
に
さ
か
え
ま
す
ら
む
こ
の
さ
と
の 

 
 
 

 
 

し
づ
め
と
な
れ
る
神
の
み
や
し
ろ 

 

と
大
き
な
切
り
石
に
こ
の
歌
が
彫
ら
れ
て
い
る
。 

 

歌
の
作
者
は
東
久
世
通
禧
（
み
ち
と
も
）
で
、
彼
は

天
保
三
（
一
八
三
三
）
年
に
京
都
の
公
家
の
家
に

生
ま
れ
、
長
じ
て
朝
廷
に
仕
え
た
が
、
文
久
三
（
一

八
六
三
）
年
の
政
変
に
よ
り
公
武
合
体
派
が
権
力

を
握
り
、
尊
皇
攘
夷
派
に
属
し
て
い
た
彼
は
失
脚

し
、
他
の
六
人
の
同
志
と
と
も
に
長
州
（
山
口
県
）

へ
落
ち
の
び
た
。
い
わ
ゆ
る
七
卿
落
ち
の
一
人
で
、

途
中
鞆
に
も
立
ち
寄
っ
て
い
る
。 

 

そ
の
後
彼
ら
は
九
州
太
宰
府
へ
移
り
、
王
政
復

古
後
に
許
さ
れ
て
京
都
に
帰
り
、
明
治
新
政
府
の

要
職
を
つ
と
め
、
晩
年
に
は
貴
族
院
副
議
長
・
枢

密
院
議
長
な
ど
を
歴
任
し
た
。 

 

こ
の
歌
碑
の
建
設
作
業
は
本
郷
・
西
野
の
人
々

に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
。
石
工
は
矢
多
田
の
山
本
栄

助
、
古
城
助
市
の
二
人
で
あ
っ
た
。 
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甲
奴 

神
社
探
訪 

【
大
仙
神
社
】 

 
 

 
 

小
童
の
大
仙
山
の
頂
上
に
、
大
仙
神
社
が
あ
る
の
を
ご
存
じ
だ 

 
 

 
ろ
う
か
。
こ
の
神
社
の
祭
神
は
大
己
貴
命
（
お
お
な
む
ち
の
み
こ
と
）
で
、 

 
 

 

古
事
記
で
は
大
国
主
命
、
大
黒
様
で
あ
る
。
ち
な
み
に
大
己
貴
命 

 
 

 

は
日
本
書
紀
で
の
呼
び
名
で
あ
る
。 

  
 

 
 

本
殿
は
、
一
間
社 

 
 

 

流
造
で
瓦
葺
。
平
成 

 
 

 

八
年
に
再
建
さ
れ
た 

 
 

 

本
殿
の
他
に
神
楽
殿 

 
 

 

が
あ
り
、
こ
ち
ら
は 

 
 

 

平
成
一
二
年
に
再
建 

 
 

 

さ
れ
た
。
鳥
居
は
二 

 
 

 

基
。 

 
 
≪

由
緒≫

 

 
 

 
 

牛
馬
は
、
農
耕
や 

 
 

 

運
送
に
非
常
に
重
要 

 
 

 

で
、
農
家
に
は
掛
け 

 
 

 

替
え
の
な
い
も
の
で 

 
 

 

あ
っ
た
。
そ
の
牛
馬
の 

 
 

 

安
全
を
守
る
た
め
、
天
保
一
二
（一
八
四
一
）
年
に
庄
屋
三
名
と 

 
 

 

組
頭
三
名
が
中
心
と
な
り
、
伯
耆
国
大
神
山
神
社
よ
り
御
分
霊 

 
 

 

を
勧
請
し
て
現
在
地
へ
奉
斎
し
た
。 

 
 

 
 

棟
札
の
裏
面
に
は
庄
屋 

取
太
郎 

 

組
頭 

藤
作 

弥
三
次 

 
 

 

神
宮
寺
浄
光 

広
田
陸
奥 

極
兵
衛 

 
 

 
 

良
右
衛
門 

 
 

 

種
子 

導
師 

 

田
中
刑
部 

 

願
主 

青
山
幾
兵
衛 

 
 

 
 

伊
達
紀
伊
守 

陶
山
加
賀 

 
 

麓 
 

紋
蔵 

 
 

 

と
書
か
れ
て
お
り
、
ま
た 

 
 

 
 

大
工 

喜
四
郎 

貞
平 

 
 

 

と
記
さ
れ
て
い
る
。 

 

●
大
神
山
神
社
に
つ
い
て 

 
 

 

鳥
取
県
に
あ
る
神
社
で 

 
 

あ
る
。
式
内
社
と
い
っ
て 

延
喜
式
神
名
帳
に
記
載 

さ
れ
た
神
社
、
お
よ
び 

現
代
に
お
け
る
そ
の
論
社 

を
「延
喜
式
の
内
に
記
載 

さ
れ
た
神
社
」の
意
味
で 

延
喜
式
内
社
、
ま
た
は 

単
に
式
内
社
（し
き
な
い
し
ゃ
）
、 

式
社
（し
き
し
ゃ
）
と
い
い
、 

一
種
の
社
格
と
な
っ
て
い
る
。 

 
 

 
 

伯
耆
国
二
宮
で
、
伯
耆
大 

 
 

 

山
山
麓
（米
子
市
）
の
本
社
と 

 
 

 

山
腹
（西
伯
郡
大
山
町
）
の
奥 

 
 

 

宮
と
が
あ
る
。 

 
 

 
 

祭
神
は
、
本
社
が
大
穴
牟 

 
 

 
遅
神
（大
国
主
命
の
別
名
）
。 

 
 

 
奥
宮
は
、
大
己
貴
命
。 

 
 

 
 

大
山
に
登
っ
た
修
験
者
が
、 

 
 

 

遥
拝
所
を
設
置
し
た
の
が
起 

  
 

源
と
さ
れ
る
。 

 ◆出典：小童村誌より 

 

◆大神山神社 本社 

出典：AVATravelより 

 

◆大神山神社 奥宮 

出典：ニッポン旅マガジンより 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BB%B6%E5%96%9C%E5%BC%8F%E7%A5%9E%E5%90%8D%E5%B8%B3#%E8%AB%96%E7%A4%BE
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A4%BE%E6%A0%BC
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懐
か
し
の
民
具 

 
 

  
 

 
 

『ほ
ぼ
ろ
』を
ご
存
じ
だ
ろ
う
か
。
よ
く
「ほ
ぼ
ろ
を
売
る
」と
か 

 
 

 

「ほ
ぼ
ろ
を
ふ
る
」な
ど
、
嫁
が
実
家
へ
逃
げ
帰
る
こ
と
を
指
す
言 

 

 
 

 

葉
で
あ
る
。 

 
 

 
 

『ほ
ぼ
ろ
』と
は
、
備
後
地
方
を
中
心
に
、
広
島
県
で
使
わ
れ
て 

 
 

 

い
る
竹
で
編
ん
だ
籠
の
方
言
で
あ
る
。
他
の
地
域
で
は
、
藁
で
編 

 
 

 

ん
だ
籠
の
こ
と
を
言
う
と
こ
ろ
も
あ
る
。 

  
 

 
 

庄
原
市
総
領
町
で
は
、
か
つ
て
『
花
ほ
ぼ
ろ
』
と
い
わ
れ
る
民
具 

 
 

 

で
知
ら
れ
て
い
た
。
『花
は
ぼ
ろ
』
は
、
春
を
告
げ
る
民
具
だ
っ
た
。 

 
 

 

新
竹
を
ザ
ル
編
み
に
し
、
そ
の
白
味
が
か
っ
た
肌
に
、
食
紅
の
赤 

 
 

 

と
、
肥
松
の
か
が
り
で
黒
く
帯
を
描
い
た
『
花
は
ぼ
ろ
』を
こ
ど
も 

 
 

 

た
ち
は
買
っ
て
も
ら
い
、
春
を
待
つ
の
で
あ
る
。
そ
し
て
春
に
な
れ 

 
 

 

ば
、
そ
れ
を
手
に
、
野
山
で
遊
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
よ
も
ぎ
や
つ
く 

 
 

 

し
、
わ
ら
び
や
ぜ
ん
ま
い
な
ど
が
、
こ
ど
も
た
ち
の
手
で
摘
ま
れ
、 

 
 

 

食
膳
を
に
ぎ
わ
し
た
。 

  
 

 
 

し
か
し
、
時
代
の
流
れ
と
と
も
に 

 
 

 

竹
細
工
は
次
第
に
そ
の
姿
を
消
し
、 

 
 

 

『花
ほ
ぼ
ろ
』は
床
の
間
で
生
け
花 

 
 

 

に
使
わ
れ
る
な
ど
、
民
具
と
し
て 

 
 

 

よ
り
も
民
芸
品
と
し
て
の
性
格
を 

 
 

 

強
め
て
き
て
い
る
。 

【参
考
資
料
】・広
島
県
文
化
百
選
３ 

民
芸
・民
具
編 

 

 
 

 
 

も
う
一
つ
、
『唐
箕
』
を
ご
紹
介
。
唐
箕
と
書
い
て
と
う
み
と
読
む
。 

 
 

 

江
戸
時
代
に
発
明
さ
れ
た
唐
箕
は
、
穀
物
の
実
と
も
み
殻
を
吹
き 

 
 

 

分
け
る
農
具
と
し
て
、
非
常
に
重
宝
が
ら
れ
、
農
家
に
は
必
ず
一 

 
 

 

台
は
あ
っ
た
。 

 
 

 
 

江
戸
時
代
か
ら
明
治
に 

 
 

 

か
け
て
は
、
各
地
で
製
造 

 
 

 

さ
れ
て
お
り
、
世
羅
郡
世 

 
 

 

羅
町
宇
津
戸
で
も
明
治 

 
 

 

時
代
の
初
頭
こ
ろ
か
ら
数 

 
 

 

軒
の
人
々
に
よ
っ
て
作
ら 

 
 

 

れ
始
め
、
世
羅
、
御
調
、
福 

 
 

 

山
市
一
帯
の
農
家
に
販
売 

 
 

 

さ
れ
て
い
た
。 

 
 

 
 

し
か
し
、
近
年
の
農
機
具 

 
 

 

の
大
き
な
変
化
に
よ
っ
て
、 

 
 

 

唐
箕
自
体
が
不
必
要
な
も
の
と
な
り
、
そ
の
大
多
数
は
廃
棄
の
状 

 
 

 

態
に
な
っ
た
。 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

【メ
モ
】
世
羅
町
宇
津
戸
に
、
か
つ
て
移
住
し
て
い
た
鋳
物
師
（い
も
じ
）
丹
下
甚 

 
 

衛
門
の
祖
は
、
草
部
是
助
と
伝
え
ら
れ
、
治
承
四
（一
一
八
〇
）年
の
東
大 

 
 

寺
焼
き
打
ち
に
よ
っ
て
、
灰
塵
に
帰
し
た
大
仏
の
再
興
に
尽
力
し
た
日
本 

 
 

人
鋳
物
師
工
人
一
四
人
の
一
人
で
あ
る
。
丹
下
甚
衛
門
の
鋳
造
銘
を
有 

 
 

す
最
古
の
例
は
、
福
山
市
新
市
町
吉
備
津
神
社
の
天
文
九
（一
五
四
〇
） 

 
 

年
の
鐘
で
あ
る
。
江
戸
時
代
に
は
多
く
の
梵
鐘
が
鋳
造
さ
れ
て
い
る
が
、 

 
 

県
内
で
は
約
三
〇
余
り
が
現
存
し
て
い
る
。
ま
た
、
鋳
型
あ
る
い
は
古
文 

 
 

書
な
ど
も
残
っ
て
い
る
。 

【
参
考
資
料
】・広
島
県
文
化
百
選
３ 

民
芸
・民
具
編 

是
光 

吉
基 

 
◆ほぼろ 

出典：マリーあんころネットの部屋より 

西
井 

章 

 

 

◆唐箕 出典：登米市より 
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ご
報
告
い
た
し
ま
す 

 
 

 
 

昨
年
近
藤
昭
夫
会
長
さ
ん
が
お
亡
く
な
り
、
こ
れ
か
ら
の
甲
奴 

 
 

町
郷
土
史
研
究
会
を
ど
う
す
る
か
、
役
員
会
で
話
し
合
い
を
行
い 

 
 

ま
し
た
。 

藤
原
一
三
先
生
を
は
じ
め
と
す
る
、
甲
奴
町
の
歴
史
の
伝
承
さ

れ
て
き
た
方
々
が
お
亡
く
な
り
に
な
り
、
今
の
役
員
で
は
力
不
足
で 

 
 

あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
令
和
六
年
三
月
末
で
解
散
す
る
こ
と
に
決
ま 

 
 

り
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
の
活
動
の
歴
史
を
考
え
る
と
大
変
残
念
で
す
。 

   
 

 
 

歴
史
に
つ
い
て
こ
れ
か
ら
も
学
ん
で
い
き
た
い
と
思
わ
れ
る
方
は
、 

 
 

三
次
地
方
史
研
究
会
と
い
う
会
が
三
次
に
あ
り
ま
す
。
主
に
旧
三

次
の
歴
史
に
つ
い
て
学
ん
で
お
ら
れ
、
一
一
月
に
は
三
次
市
教
育
委

員
会
と
合
同
で
、
『
寺
町
廃
寺
』
に
つ
い
て
研
究
発
表
会
を
開
催
さ

れ
ま
し
た
。
担
当
の
方
は
加
藤
さ
ん
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
す
が
、
少
し

専
門
的
な
内
容
を
月
に
一
回
集
ま
っ
て
学
ん
で
お
ら
れ
ま
す
。
入
会

は
い
つ
も
で
も
歓
迎
し
ま
す
、
入
会
金
と
年
会
費
が
必
要
と
の
こ
と

で
し
た
。 

   
 

 
 

そ
れ
か
ら
、
甲
奴
町
振
興
協
議
会
連
合
会
の
上
迫
事
務
局
長
と 

 
 

 

相
談
し
、
カ
ー
タ
ー
セ
ン
タ
ー
の
業
務
の
一
つ
と
し
て
、
文
化
財
の 

 
 

 

伝
承
な
ど
も
行
っ
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
一
つ
と
し
て
、 

 
 

 

引
き
続
き
『甲
奴
郷
土
史
だ
よ
り
』を
発
行
し
て
い
く
こ
と
。
小
・ 

 
 

 

中
学
生
を
対
象
に
、
町
内
の
史
跡
を
見
て
回
る
行
事
の
企
画
な
ど 

 
 

 

も
考
え
て
い
こ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

令
和
六
年
度
か
ら
も
『
甲
奴
郷
土
史
だ
よ
り
』を
読
み
た
い
と 

 
 

 

お
考
え
の
方
は
、
カ
ー
タ
ー
セ
ン
タ
ー 

鶴
本
ま
で
お
知
ら
せ
く

だ
さ
い
。 

                     

 

事
務
局
よ
り 

 

・昔
の
話
や
地
区
の
行
事
な
ど
、
ご
寄
稿
・
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。 

 

・
古
い
写
真
や
資
料
等
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

「甲
奴
郷
土
史
だ
よ
り
」
へ
登
載
し
て
い
き
ま
す
。 

 

・
出
品
物
に
つ
き
ま
し
て
は
、
責
任
を
持
っ
て
返
却
し
ま
す
の
で
、

ご
連
絡
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

連
絡
先 

鶴
本 

節
子
（カ
ー
タ
ー
セ
ン
タ
ー
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

☎
〇
八
四
七-

六
七-

三
五
三
五 

こ
こ
は
ど
こ
で
し
ょ
う
？
の
答
え
で
す
。 

昭
和

年
の
写
真
は
、
【福
山
駅
・福
山
城
周
辺
】で
し
た
。 

昭
和

年
の
場
所
は
【福
山
寺
周
辺
】で
し
た
。 

今
回
は
、
『福
山
』が
キ
ー
ワ
ー
ド
の
こ
こ
は
ど
こ
で
し
ょ
う
？ 

で
し
た
。 

 

よろしくお願い

します。 

 

 


